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福島県県有建築物の耐震改修計画 

 
１．本計画の目的 

この計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「法」という。）に

基づく「福島県耐震改修促進計画」における県有建築物の実施計画であり、耐

震対策を計画的に推進するため、対象建築物、耐震化の目標及び内容等を定め

るものである。 
 
（本計画の耐震対策の概念） 
  耐震対策       耐震化       耐震改修*1  
                        建替え 
             耐震診断       解体 
                        用途廃止等＊２ 
２．県有建築物の現況 

（１）ストックの現状 

県有建築物の総数は平成 25 年４月１日現在、５，６１５棟、延べ面積は約

２８０万㎡あり、このうち昭和５６年６月１日施行の建築基準法施行令（耐震

関係規定）以前の基準（以下「旧耐震基準」という。）による建築物は、３，

５６８棟である。 
 

（２）これまでの耐震対策の状況 

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災を契機に設置された「福島

県建築物地震対策連絡協議会（現：福島県建築物地震対策協議会）」において、

県の地域防災計画で指定された防災上重要建築物（防災拠点施設、避難施設、

緊急医療施設及びこれらに準じた又は副次的な役割を担う施設）と、県営住宅

を耐震診断の対象とし、平成８年度より計画的に耐震診断等を実施してきた。 
 

（３）耐震対策の現況 

新潟県中越地震、福岡県西方沖地震など大規模地震が頻発し、いつどこで大

地震が発生してもおかしくない状況にあるとの認識から、平成１８年１月に

「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行された。

この法律により、都道府県は「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの基本的な方針」（以下「基本方針」という＊3。）に基づき、速やかな「都道

府県耐震改修促進計画」の策定が義務付けられ、また、住宅の耐震化率及び多

数の者が利用する一定規模以上の建築物の耐震化率について平成２７年まで

に少なくとも９割にすることが目標とされた。 
そのため、県は「福島県耐震改修促進計画」（以下「法定計画」という。）を
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平成１９年１月２５日に策定・公表を行った。その中で、学校、病院、庁舎等

の公共建築物については、「地震時の利用者の安全確保だけでなく、被災後の

拠点施設としての機能確保の観点からも公共建築物等の耐震性確保が求められると

の認識のもと、公共建築物等の耐震化の促進については、率先して取り組む」

こととし、県有建築物の耐震化が加速された。 
そのような中で平成 23 年 3 月 11 日に東北地方太平洋沖地震とそれに伴う

大津波（以下、「東日本大震災」という。）が発生し、県内で約２６万棟の家屋

が全壊・半壊等の被害を受け、多くの建築物所有者等が建て替えや修繕を余儀

なくされているとともに、県有建築物においては、特に耐震改修が未了のもの

について多数の被害が見られることとなった。 
さらに本震災では、天井や照明器具、サッシ等の落下により被害を受けた建

築物もあり、避難所として被災者に提供できなかったものもあった。 
このように、地震により建築物が被害を受けるとその後の生活基盤が揺らぐ

こと、緊急時に弊害となることがあることから、被害を未然に防ぎ、安全・安

心な生活を守るためには建築物の耐震化さらには減災化により一層の取組を

行う必要がある。 
このような被害の実情や耐震化の進捗状況等を勘案し、法定計画の見直しが

なされたことから、本計画の見直しを行う。 
 
３．耐震対策の対象建築物 

（１）対象建築物の考え方 

法定計画に基づき、耐震性の確保を図る①の県有建築物のうち旧耐震基準に

よる建築物及び②を対象として実施した耐震診断の結果耐震性能が不十分な

ものについて耐震化を行う。 
なお、法定計画にある「住宅」＊4 で、特定既存耐震不適格建築物*5 以外の

県有建築物（公舎住宅）の耐震対策については、この計画とは別途、施設管理

者とともに検討を行う。 
①県の地域防災計画で指定された防災上重要建築物 

県の地域防災計画により、大規模な地震による災害時に応急対策活動の拠

点となる施設で防災上重要建築物（県庁舎等の防災拠点施設、学校等の避難

施設、病院等の緊急医療施設）として指定された建築物＊6。（別表１） 
②特定建築物 

法第 14 条第１項の規定による不特定多数の者が使用する一定規模以上の

建築物であって、新耐震基準及び特定既存耐震不適格建築物を含む。 
 
（２）対象建築物の棟数等 

防災上重要建築物と特定建築物の棟数の合計は１，３４８棟となり、このう
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ち、耐震対策の対象建築物（旧耐震基準の建築物）は８３４棟となっている。

（表１） 
この８３４棟は、平成２０年度までに全て耐震診断を完了しており、今後耐

震化が必要な棟数は２０１棟となっている。（表２） 
 

① 防災上重要建築物     ９７７棟（うち旧耐震基準の建築物は６６３棟） 
② 特定建築物       ３７１棟（うち旧耐震基準の建築物は１７１棟） 

 合 計          １，３４８棟（うち旧耐震基準の建築物は８３４棟） 
 

表１ 耐震対策の対象建築物＊7 
 （平成２５年４月１日現在）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表２ 対象建築物の耐震診断等の現況*7 
（棟数 平成２５年４月１日現在。（ ）内は平成 18 年４月１日現在の数値） 

対象建築物 

  
 
耐震化 
未実施 
(耐震診断未

実施を含む) 
 

旧 耐 震 基

準 の 建 築

物 
① 

 

耐震診断 
実施済み 

② 

 
倒壊の危険

性がある、又

は高い 
③ 

耐震改修 
済み 

④ 

①防災上重要 
建築物 

６６３ 
（７５１） 

６６３ 
（４６１） 

３９６ 
（２６４） 

２０３ 
 （２８） 

１９３ 
（５２６） 

②特定既存耐震

不適格建築物 
１７１ 

（１７１） 
１７１ 

（１３４） 
  １０ 
 （１２） 

   ２ 
  （１） 

   ８  
 （３７） 

合 計 ８３４ 
（９２２） 

８３４ 
（５９５） 

４０６ 
（２６５） 

２０５ 
 （２９） 

２０１ 
（５６３） 

表中の数値について、①の防災上重要建築物には特定既存耐震不適格建築物を含む。 
    （注）：耐震化未実施である 201 棟については、耐震診断実施済み。 

特定建築物である防災上重要建築

物     ２３６棟 
特定既存耐震不適格建築物である

防災上重要建築物   ５４６棟 

耐震性の確保を図る建築物１，３４８棟 

①防災上重要建築物６６３棟 ①防災上重要建築物３１４棟 

耐震対策の対象建築物８３４棟 
（旧耐震基準の建築物） 

②特定既存耐震不適格建築物１７１棟 

新耐震基準の建築物５１４棟 

②特定建築物２００棟 

全県有建築物５，６１５棟 



4 
 

４．耐震化の目標 

（１）計画期間 

本計画の計画期間は、平成１８年度～平成３２年度までの１５年間とする。 
 
（２）耐震化率の現況 

平成１８年４月１日時点での耐震化率 ６０．５％に対し、平成２５年４月

１日時点での耐震化率は８４．８％＊8となっている。（別表２参照） 
 
（３）計画期間内の耐震化率の目標 

  平成２７年度末までに耐震化率を９０％以上とし、平成３２年度末までに

耐震化率を９８％以上とすることを目標とする。 
 
（４）対象建築物の耐震化 

計画期間以降においても耐震化に努め、速やかに対象建築物の全ての耐震化

を図る。 
 
５．耐震対策 

（１）耐震性能の判定 

法定計画に基づき、耐震性能の判定ランクを４段階に区分する。（表３） 
 

表３ 建築物の耐震性能の判定 
耐震性能 
ランク 

建築物の構造耐震指標値 
（Ｉｓ）＊9 

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 
（耐震性能） 

Ａ Ｉｓ≧Ｉｓｏ＊10 
大地震＊11の震動及び衝動に対して倒壊し、又

は、倒壊する危険性が低い。 

Ｂ Ｉｓｏ＞Ｉｓ≧０．６** 
大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、

崩壊する危険性が低いが、施設機能が確保で

きないおそれがある。＊12 

Ｃ ０．６**＞Ｉｓ≧０．３** 
大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、

崩壊する危険性がある。 

Ｄ ０．３**＞Ｉｓ 
大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、

崩壊する危険性が高い。 
（注）**：第一次診断法＊13による場合は０．６を０．８と、０．３を０．４と読み替え

て適用する。 
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（２）耐震化の計画 

①耐震化を行う対象建築物 

  耐震診断の結果、耐震性能の判定がＣランク（以下「Ｃランク」という。）、

又は耐震性能の判定がＤランク（「Ｄランク」という。）となった建築物につ

いて耐震化を進める。（表４） 
 

表４ 耐震化を行う対象建築物＊7 
 （棟数 平成 25 年４月１日現在。（ ）内は平成 18 年４月１日現在の数値）  

耐震診断を実施

した建築物 
C ランク又は D
ランクの建築物 

２４年度までに

耐震化を行った

建築物 

耐震化の計画対

象建築物 

８３４棟 
（５９５） 

４０６棟 
（２６５） 

２０５棟 
（ ２９） 

２０１棟 
（５６３） 

備考：耐震診断は、平成 20 年度までに全て終了している。 

 
②耐震改修における耐震性能の目標値 

 原則として構造耐震判定指標値（Ｉｓｏ値）とする。 
③耐震改修の基本的な取組 

・耐震改修は、Ｄランクの建築物及びＩｓ値が小さなものを優先して行うこ

ととするが、防災上重要建築物であって多数の者が利用するＣランクの建

築物等を優先する場合はこの限りではない。 
・Ｄランクの建築物については、用途の廃止等も視野に入れ、計画期間内の

早い段階において耐震化を図ることを目標とする。 
・原発事故による避難指示区域の施設については、区域見直し後、速やかな

施設再開に向け耐震化を図る。 
・法定計画により耐震性の低い建築物や想定震度６強以上の揺れが予想され

る地域において、重点的に耐震化に取組む必要がある。＊14 とされており、

これらに加えて防災上重要建築物を考慮する。 
④建築物の活用計画との関係 

建築物ごとの活用計画を考慮して耐震化の実施を決定するものとする。 
⑤計画の見直し 

・本計画は、対象建築物の耐震化の進捗状況や法定計画等の見直し状況等を

勘案し、必要に応じて見直すものとする。 
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（３）耐震化の進め方 

① 耐震改修は、財政事情を考慮して計画的に行うものとし、建築物ごとに、

構造的特性や県民の利便性等に配慮して効率的に行うものとする。 
また、耐震化を図る際には、「福島県県有財産最適活用計画」との整合性

を図るものとする。 
② 耐震改修工事は、通常の改修工事の計画がある場合には同時施工が効率的

であるが、これにより耐震化の計画的な進捗が図れない場合には、耐震改修

工事を重点化して実施するものとする。 
③ 耐震改修工事の実施により、建築物の一部又は全部が使用できなくなる場 
合には、利用者の利便性を考慮して、室の移動や仮設事務所等の設置を検討

するものとする。 
④建築物の構造体（躯体）コンクリートの推定強度が規定値より低い場合＊15、

耐震改修の施工が極めて困難な場合などにおいては、目標とする耐震性能の

向上に必要な補強のほか、建築物の機能性や効率性、耐用年数等を含めて検

討し、耐震改修を行うことが合理的でない場合には、活用計画の見直し（建

替え等の検討）を行うものとする。 
 
（４）減災化 

東日本大震災においては、非構造部材の落下や屋外の建築設備の転倒等によ

る建築物被害も報告されていることから、構造体の耐震改修にとどまらず、非

構造部材の減災化についても検討を行い、平成26年度末までに計画を策定する。

（「非構造部材減災化計画（仮称）」） 
 
６．本計画の公表等 

①本計画の公表 

  本計画については、策定したとき、及び見直しを行ったときに公表する。 
②耐震診断の結果等の公表 

  対象建築物（施設毎・棟毎）の耐震診断の結果、及び耐震化の進捗状況につ

いては、毎年度末の状況を速やかに公表する。 
③公表における役割 

  県有建築物保全推進連絡会議事務局は、県有建築物全体の耐震診断の結果、

及び耐震化の進捗状況について公表し、その対応を行うものとし、各部局等は

各対象建築物の個別的な内容について対応する。 
     
７．計画の推進体制（組織） 

県有建築物における耐震対策の推進体制として、平成１５年度に「県有建築

物耐震対策推進連絡会議（現：県有建築物保全推進連絡会議。平成１９年改組。）」
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を設置しており、本計画は、この連絡会議において全庁的に検討を重ね策定し

たものである。 
今後も、この連絡会議において、耐震診断の結果を「耐震化の計画」へ反映

していくとともに、本計画の進行管理等を行うなど、県有建築物の計画的な耐

震対策を推進していくものとする。 
 
推進体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○県有建築物保全推進連絡会議 構成員   （平成２５年度） 
知事直轄  ・総合安全管理課 
総務部   ・財務総室総務課 
      ・文書管財総室財産管理課 

・文書管財総室施設管理課 
企画調整部 ・文化スポーツ局文化振興課 

・文化スポーツ局生涯学習課 
生活環境部 ・県民環境総室生活環境総務課   

・県民安全総室災害対策課 
保健福祉部 ・保健福祉総室保健福祉総務課   

・自立支援総室児童家庭課    
・自立支援総室障がい福祉課 
・健康衛生総室感染・看護室    
・健康衛生総室薬務課    

商工労働部 ・商工労働総室商工総務課 
・産業振興総室産業人材育成課   

農林水産部 ・農林水産総室農林総務課      
土木部   ・土木総室土木総務課 

・建築総室建築住宅課 
・建築総室建築指導課 

福島県リスク管理推進本部 

福島県建築物地震対策協議会 

県有建築物保全推進連絡会議 

県有建築物保全推進連絡会議幹事会 福島県県有建築物

の耐震改修計画 

福島県耐震改修 
促進計画 

報告等 
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・建築総室営繕課    
企業局    ・工業用水道課 
病院局   ・病院経営改革課  
教育庁   ・財務課 

・社会教育課 
・文化財課              

警察本部  ・会計課 
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別表１ 
福島県地域防災計画「震災対策編」（平成２４年修正）：抜粋 

第２章 第４節 第２「防災上重要な建築物の耐震性確保等」 

１ 県有施設の耐震性確保  
  県は、大規模な地震による災害時に、応急対策活動の拠点となる施設を防災

上重要建築物として指定し、それらの施設の重要度に応じた耐震性の確保を図

る。特に、災害対策本部及び災害対策地方本部を設置する施設については、優

先的に耐震性の確保を図るものとする。  
（１）防災上重要建築物の指定  
   県は、次の施設を防災上重要建築物に指定する。  
    ア 防災拠点施設   

県庁舎、県合同庁舎、警察署、保健福祉事務所、県の出先庁舎等  
    イ 避難施設     

県立高等学校、県立体育館、県立社会福祉施設等  
    ウ 緊急医療施設   

県立病院、福島県立医科大学付属病院        
 （２）耐震診断・耐震化の実施  

   県（各施設管理者）は、防災上重要建築物について、「福島県県有建築物

の耐震改修計画」に基づき耐震診断を速やかに実施し、公共建築物の耐震診

断の実施状況や実施結果をもとにした耐震性に係るリストの作成及び公表

を行い、耐震化を行う等、耐震性の確保を図る。 
（３）建築設備の耐震性確保 

 県（各施設管理者）は、防災上重要建築物に該当する施設が、大規模な地

震の発生後も継続してその機能を果たせるよう、建築設備についても耐震性

に十分配慮する。特に、災害対策本部及び災害対策地方本部を設置する施設

については、優先的に建築設備の耐震性の確保を図るものとする。なお、防

災拠点施設、避難施設、緊急医療施設においては、ライフライン系統の断絶

等の不測の事態に備え、太陽光パネルや非常用発電装置の設置など、業務の

継続に必要な非常用設備の整備を推進する。 
（４）ロッカー、書架等の転倒防止対策 

 県（各施設管理者）は、防災上重要建築物に該当する施設が、大規模な地

震の発生後も継続してその機能を果たせるよう、ロッカー、書架等の転倒防

止対策を行うとともに、転倒防止対策について、定期的に確認を行うことと

する。特に、災害対策本部及び災害対策地方本部を設置する施設については、

優先的にロッカー、書架等の転倒防止対策を行うものとする。 
（５）防災拠点施設の主な設備等 
  新たに整備する防災拠点施設には、下記の設備の整備を図るものとする。 
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 （ア）非常電源設備 
 （イ）耐震性貯水槽 
 （ウ）防災行政無線 
 （エ）備蓄倉庫（災害対策活動要員用物資を対象とする。） 
 （オ）臨時ヘリポート 
 （カ）非常用排水設備又は排水槽 
 なお、地方振興局を含む合同庁舎の整備に当たっては、上記の施設に加え、

災害対策地方本部が設置されることから、災害対策地方本部室、国の現地対策

本部要員、防災関係機関からの対策要員等を含めた応急対策にあたることので

きるスペース、通信回線等の確保を図る必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（備考） 
１：県有建築物の対象棟は建築基準法第６条第１項第２号、同第３号による建築物の規模

となるものを対象としている。ただし、県立学校については校舎（特定建築物とこれに接

続する棟を含む。）、屋内運動場及び寮（寄宿舎）を対象としている。 
２：本計画における県有建築物の「居住施設」については、特定建築物であるものを対象

とし「居住施設」を防災上重要建築物に含めていない。 
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別表２ 県有建築物の耐震化の現況＊13 

（平成 25 年４月１日時点による棟数（ ）内は平成 18 年 4 月 1 日時点による棟数） 

     
※１ 防災上重要建築物には、特定建築物を含む。 
※２ 耐震化率については、以下の①及び②に該当する建築物を含めないことで算定して

いる。 
    ①原発事故による避難指示区域の指定等により使用停止となったもの（58 棟） 

②地震・津波等の被害により使用停止となったもの（6 棟） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

新耐震基準 
の建築物 

①  

旧耐震基準

の建築物② 建築物数 
④ 

（①＋②） 

耐震性有 
建築物数⑤ 
（①＋③） 

耐震化率 
（％） 
⑤／④  耐震性有

③ 
防

災

上

重

要

建

築

物 

① 防災拠

点施設 65（66） 
 86(100) 

151(166) 111(92) 73.5(55.4)  46( 26) 

② 避難 
施設 224(232) 

   522(625) 
746(857) 605(418) 81.0(48.4)  381(186) 

③ 緊急医

療施設 4(7) 
    15(26) 

19(33) 15(20) 78.9(60.6)  11(13) 

小 計 293(305) 
   623(751) 

916(1056) 731(530) 79.8(50.2)  438(225) 

その他の 
特定建築物 198(199) 

  170(171) 
368(370) 358(333) 97.3(90.0) 

 160(134) 

合 計 491(504) 
   793(922) 

1,284(1,426) 1,089(863) 84.8(60.5) 
 598(359) 
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*1  耐震改修とは、旧耐震基準による建築物で耐震性能が不十分な建築物の耐震性能を一

定基準以上に向上させることをいう。 
*2 用途廃止には、耐震対策の対象建築物として使用しなくなることを含む。          
*3 法第４条に規定。この基本方針は平成１８年１月２５日国土交通省告示第１８４号で

公表。 
*4 法定計画の「３ 耐震改修等の目標の設定」で「本県の住宅の耐震化率…について、

現状の住宅 75.8％…を平成 32 年度までに 95％とすることを目標とする。」となってお

り、住宅の耐震対策も必要となっている。 
*5 学校、体育館、病院、集会場、事務所、共同住宅、老人ホーム等多数の者が利用する

建築物で階数３以上かつ床面積 1,000 ㎡以上（用途により階数及び床面積の規模要件

を引き下げ）のものなどが対象。（詳しくは法第 14 条を参照） 
*6 福島県地域防災計画「震災対策編」（平成２４年修正）第２章第４節第２「防災上重要

な建築物の耐震性確保等」に耐震性の確保を図る建築物が指定されている。別表１に、

この抜粋を掲載している。 
*7  原発事故による警戒区域の施設等で震災後の被災状況が未確認のものは、耐震性能ラ

ンクを震災前のままとして計上している。 
*8 （新耐震基準の建築物数＋耐震性能の判定がＡランク又はＢランクの建築物数＋耐震

化した建築物数）÷（耐震性の確保を図る建築物） 
ただし、使用停止中の建築物を除く。 
なお、原発事故による警戒区域の施設等で震災後の被災状況が未確認のものは、耐震

性能ランクを震災前のままとして計上している。 
*9 Ｉｓ： 構造体の耐震性能を表す指標。 
*10 Ｉｓｏ：想定した地震動レベル（震度６強程度の地震を想定）に対して建物が所要の

耐震性能を安全であるために必要とされる構造耐震判定指標値。 
*11 建築物の使用年限中に一度は遭遇するかも知れない地震で、震度６強から震度７を想

定。 
*12 大地震後、当該建築物が大きな補修をすることなく防災活動、避難、救護活動、医療

活動等の拠点として使用できることをいう。 
*13 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」（財団法人日本防災協会）による

第一次診断法。 
*14 法定計画「３ 耐震改修等の目標の設定」では福島県地域防災計画の想定地震によっ

て震度６強以上の揺れが予想される市町村及び、日本海・千島海溝周辺海溝型地震防

災対策推進地域に指定されている市町村において、目標達成期間を早める必要がある。                 

とされている。 
*15 当該建築物から採取したコンクリートコアの圧縮強度試験による推定強度が１３．５

Ｎ／㎜ 2、かつ、設計基準強度の３／４（設計基準強度がわかっている場合） 
 


